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別紙手数料表 
 
１．設計確認審査手数料 
（１）一戸建ての住宅                         単位：円（税込み） 

申請方法 

手数料 

仕様規定 性能規定 

単独申請 27,500 33,000 

併願申請（Ｂ）※1 22,000 

併願申請（Ａ）※2 11,000 

※1 併願申請（Ｂ）：設計住宅性能評価 5-1、長期優良、フラット 35S 省エネ金利Ｂ 

※2 併願申請（Ａ）：設計住宅性能評価 5-2、低炭素、BELS 評価、フラット 35S 省エネ金利Ａ 

 
（２）集合住宅等                           単位：円（税込み） 

全単位住戸の合計 申請方法  手数料 

2 戸～10 戸以下 
単独申請 33,000＋Ｍ×7,700   

併願申請（Ｃ）※3 16,500＋Ｍ×7,700   

11 戸～30 戸以下 

単独申請 66,000＋Ｍ×4,400   

併願申請（Ｃ）※3 33,000＋Ｍ×4,400   

31 戸以上 

単独申請 132,000＋Ｍ×2,200   

併願申請（Ｃ）※3 66,000＋Ｍ×2,200   

Ｍ：全戸数を示す （すべての住戸が東京ゼロエミ住宅基準に適合する必要があります。） 

※3 併願申請（Ｃ）：併願申請（Ｂ）又は 併願申請（Ａ） 

注）併用住宅については、表（１）の手数料を適用します。 

 
（３）その他の手数料                         単位：円（税込み） 

種別 手数料 

設計変更確認申請 

・ 設計確認審査の手数料に 0.5 を乗じた額 

ただし、以下の①及び②の場合は、表（１）又は表（２） 

に記載の手数料を適用します。 

①直前の設計確認申請を他機関で受けている場合 

②計算方法を変更して申請する場合 

・ 計算の審査を伴わない設計変更については、5,500 円 

※ 設計変更については、業務要領 ３（１）をご確認ください。 

再発行 １通につき、5,500 円 
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２．工事完了検査手数料 
（１）一戸建ての住宅                         単位：円（税込み） 

申請方法 

手数料 

仕様規定 性能規定 

単独申請 27,500 

併願申請（Ｂ）※1 11,000 

併願申請（Ａ）※2 11,000 

※1 併願申請（Ｂ）：建設住宅性能評価 5-1 

※2 併願申請（Ａ）：建設住宅性能評価 5-2、フラット 35S 省エネ金利Ａ 

 
（２）集合住宅等                           単位：円（税込み） 

全単位住戸の合計 申請方法  手数料 

2 戸～10 戸以下 
単独申請 55,000＋Ｍ×3,300   

併願申請（Ｃ）※3 27,500＋Ｍ×3,300   

11 戸～30 戸以下 

単独申請 85,800＋Ｍ×3,300   

併願申請（Ｃ）※3 39,000＋Ｍ×3,300   

31 戸以上 

単独申請 132,000＋Ｍ×3,300   

併願申請（Ｃ）※3 66,000＋Ｍ×3,300   

Ｍ：全戸数を示す （すべての住戸が東京ゼロエミ住宅基準に適合する必要があります。） 

※3 併願申請（Ｃ）：併願申請（Ｂ）又は 併願申請（Ａ） 

注）併用住宅については、表（１）の手数料を適用します。 

 
（３）その他の手数料                         単位：円（税込み） 

種別 手数料 

再検査 
一戸建ての住宅：11,000 円 

集合住宅等：表（２）の手数料に 0.5 を乗じた額 

再発行 １通につき、5,500 円 

他機関加算 
センターで設計確認審査を実施していない場合は、１の手数 

料を２.（１）又は（２）に加算 

 


